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回復証明証（インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症） 

 

✿確認すること✿ 

★発症日(当日 0 日目)は、症状が始まった日です。 

★解熱した日が分かるように、日付の下に『解熱』と記入をお願いします。 

★症状が軽快した日がわかるように、軽快した日に『〇または軽快』と記入をお願いします。 

※回復証明証提出の場合には、診察を受けた際の診療明細書(写)の提出をお願いします。 

 

□インフルエンザ登園停止期間について   

★「発症した後 5 日を経過」し、なおかつ「解熱後 3 日」を経過するまでお休みが必要になります。 

(例)12 月 1 日にインフルエンザ症状出現。（0 日目） 

  12 月 2 日に病院を受診しインフルエンザの診断。抗インフルエンザ薬を内服。夜、解熱(1 日目) 

  12 月 3 日以降発熱なく元気に過ごす。 

  →『発症して 5 日を経過』と『解熱後 3 日を経過』どちらとも満たした状態で 

   登園可能となるため、12 月 7 日からの登園になります。 

 

 □新型コロナウイルス登園停止期間について 
★「発症した後５日を経過」し、なおかつ「症状が軽快した後１日」を経過するまでお休みが必要にな

ります。 

(例)１２月１日に新型コロナウイルスの症状出現。(０日目) 

  １２月２日に病院を受診し新型コロナウイルス感染の診断。 

   １２月４日に解熱。１２月５日には咳などの症状もよくなってきた。 

  →「発症して５日を経過」と「症状が軽快した後１日を経過」どちらも満たした状態で 

登園可能となるため、１２月７日からの登園になります。 
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 上記の者は （病名）                から症状も回復し、集団生活に支障が 
 

ない状態になったので、    年  月  日から登園可能であることを証明します。 
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